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【秋田監督署】 木造家屋建築工事業における 
労働災害防止等講習会の実施について 

 

秋田労働基準監督署（署長 佐々木 一幸）は、木造家屋建築工事業における労働災害防止を目的と

した講習会を下記により実施します。 

◆講習会の目的 

 秋田労働基準監督署において、木造家屋建築工事業者に対する労働災害防止等講習会を開催する

ことといたしました。 

 令和３年における管内の木造家屋建築工事業に係る休業４日以上の労働災害の被災者数は 13人で

あり、前年比で４人減少しているものの、県内では３人の労働者が死亡するなど誠に憂慮すべき状

況となっております。 

当署管内で発生した災害の内容をみますと、足場等からの「墜落災害」が最多の 38.5％となった

ほか、木材加工用機械等による「切れ・こすれ災害」や建築資材の下敷きとなった「飛来・落下災

害」及び「転倒災害」等が見受けられる状況となっております。 

また、改正石綿障害予防規則により、本年４月から解体工事部分の床面積の合計が 80㎡以上の建

築物の解体工事や、請負金額が税込 100万円以上の建築物の改修工事等を行うときは、あらかじめ、

事前調査の結果等を所轄の労働基準監督署長へ電子報告しなければならないとされたところです。 

このような状況を踏まえ、墜落・転落による労働災害防止対策や石綿の事前調査結果の報告等に

ついて説明を行います。 

   

◆講習会の概要 

・日時：令和４年６月 24日（金）14時～16時 

・場所：秋田市文化会館 大会議室（秋田市山王７丁目３－１） 

・対象：秋田労働基準監督署管内（秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡） 

の木造家屋建築工事業者 

・内容：木造家屋建築工事業における労働災害防止対策等について 

・主催：秋田労働基準監督署 

 

◆お問合せ先 

秋田労働基準監督署 安全衛生課（担当：山谷） 

〒010-0951 秋田市山王７－１－４ 秋田第二合同庁舎２階 

TEL：018-801-0822  FAX：018-865-3785 

 

報道機関の皆様には、労働災害防止に向けた取組について、関係者をはじめ県民に広く浸透するよう、取材・

報道をお願いします。 
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